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開会 午前１０時００分 

○議長（荒牧 泰範） おはようございます。 

  本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  ただいまより、令和５年第３回篠栗町議会臨時会を開会いたします。 

  なお、本日の議事日程は御手元のタブレットに掲載のとおりでございます。 

  それでは、これより日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により議長において、５番、太郎

良瞳議員、６番、横山和輝議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は本日７月１４日の１日間にしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」を議題といたします。 

本臨時会に提出されております議案は、議案第５４号及び５５号の２議案でござ

います。 

それでは、議案第５４号及び第５５号を一括議題といたします。 

町長に、一括して提案理由の説明を求めます。 

 三浦町長、どうぞ。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

本日、令和５年第３回臨時会を招集いたしましたところ、公私とも御多忙の中御

出席賜り誠にありがとうございました。 

本臨時会に提案しております議案第５４号及び議案第５５号について説明をいた

します。 

  議案第５４号は「専決処分の承認を求めることについて（専決第３号）」であり

ます。 

本議案は、令和５年度篠栗町一般会計補正予算（第３号）について、地方自治法

第１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

り、これを報告し承認を求めるものであります。 
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  補正予算の内容は、令和５年６月３０日からの大雨で発生した災害の復旧のため、

復旧工事に係る測量設計委託料及び工事費用を予算計上するもので、令和５年度篠

栗町一般会計補正予算に、歳入歳出それぞれ９５０万円を追加し、予算総額を歳入

歳出それぞれ１１４億２,９５７万円とするものであります。 

  議案第５５号は「財産の取得について」であります。 

本議案は消防団水槽付消防ポンプ自動車購入にあたり、財産の取得について仮契

約を結びましたので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。取得する目

的は消防団水槽付消防ポンプ自動車の老朽化に伴う更新及び災害時の対応機能強化

のためで、 

取得する財産 消防団水槽付消防ポンプ自動車１台 

契約金額 ４,８１２万５,０００円 

契約方法 一般競争入札 

契約の相手方 株式会社福岡トーハツ 代表取締役 澤田守雄 

であります。 

  以上が、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

はい、ないようですので質疑を終結いたします。 

  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

議案第５４号の専決処分の承認につきましては、補正予算の議案でございますの

で、議長を除く１１人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思

います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） 異議なしと認めます。 

よって、そのように付託することと決定いたしました。 

  議案第５５号につきましては、議案付託表のとおり総務建設常任委員会に付託し

たいと思います。 

これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） 異議なしと認めます。 

よって、そのように付託することに決定いたしました。 

なお、予算特別委員会の正副委員長については、申合せにより、委員長は、６番、

横山和輝議員、副委員長は、９番、栗須信治議員です。 

  それでは、この後引き続き、予算特別委員会、総務建設常任委員会を行ってくだ

さい。 

  それでは本会議を暫時休止いたします。 

休止 午前１０時０５分  

再開 午前１０時４５分 

○議長（荒牧 泰範） 本会議を再開いたします。 

  日程に従い採決を行います。 

  日程第５、議案第５４号「専決処分の承認を求めることについて（専決第３

号）」〔令和５年度篠栗町一般会計補正予算（第３号）について〕を議題といたし

ます。 

本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

  横山委員長。 

○予算特別委員会委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第５４号「専決処分の承認を求めることについて（専決第３号）」〔令和５

年度篠栗町一般会計補正予算（第３号）について〕 

本議案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和５年度篠栗町一般会

計補正予算（第３号）について、専決処分がなされたので同条第３項の規定により

これを報告し、議会の承認を求められたものであります。 

  予算の内容は、令和５年６月３０日からの大雨で発生した災害の復旧のため、一

般会計予算を９５０万円追加補正するもので、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１

４億２,９５７万円とするものであります。 

地方債補正では災害復旧事業債において、起債の限度額４８０万円を追加されて

おります。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり承認い

たしております。 
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○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

討論なしと認めます。 

ないようですので討論を終結しました。 

ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は承認です。 

本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） 全員賛成と認めます。 

よって、議案第５４号は委員長報告のとおり承認することと決定いたしました。 

  日程第６、議案第５５号「財産の取得について」を議題といたします。 

本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

  はい、横山委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第５５号「財産の取得について」 

本議案は、篠栗町消防団水槽付消防ポンプ自動車の購入によるもので、購入理由

は、既存の消防自動車は平成８年から２７年間使用されており、老朽化並びに災害

時の対応機能強化による消防自動車の更新のためであります。当該財産の取得につ

いて仮契約を結んだため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求められたものであります。 

  取得する財産 消防団水槽付消防ポンプ自動車１台 

契約金額 ４,８１２万５,０００円 

  契約方法 一般競争入札 

  契約の相手方 福岡県福岡市中央区平尾３丁目１７番６号 

株式会社福岡トーハツ 代表取締役 澤田守雄 

であります。 

  当委員会の中で質疑がありましたので説明をいたします。 

「既存の車両は今後どうするのか」との質問があり、「新しい車両の納車までに時

間があるので検討します」との回答でありました。 
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質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） 全員賛成と認めます。 

よって、議案第５５号は委員長報告のとおり決定することに決定いたしました。 

  本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、令和５年第３回篠栗町議会臨時会を閉会といたします。 

閉会 午前１０時５０分 
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